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内　　　　　容 判　定 例　　　外

≪診療等の対価≫

レーシックの手術代 ○

美容整形のための矯正はＮＧ

発育段階の子供の治療としての矯正はＯＫ

予防接種 ×

診断書作成料 ×

骨密度の検査 ×

骨粗しょう症の治療費 ○

医師の講演会 ×

有資格者に支払ったマッサージ・はり等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の施術代

腰痛治療のためのカイロプラクティック 民間療法で治療ではないためＮＧ

　　　　　　　　　　　　　　　による治療費 有資格者が治療の一環として行えばＯＫ

これにより重大な病気が発見され、その後治療

を行った場合はＯＫ

≪医療品等の購入費用≫

薬局で買った風邪薬 ○ 服用していなくてもＯＫ。医薬部外品はＮＧ

ビタミン剤 × 病院で処方されたものはＯＫ

栄養ドリンク ×

漢方薬 × 病院で処方されたものはＯＫ

6か月以上寝たきりの方が対象で、医師から

おむつ使用証明書の交付を受けた場合はＯＫ

医療費になるもの・ならないもの

×おむつ代

×

○

×人間ドッグ、健康診断

歯の矯正の治療費 △



薬事法上未承認の薬を取り寄せた場合 △

≪医療用器具等の購入費用≫

バリアフリー工事の費用 × 別の控除により税金が安くなります。

入院中や通院のための車椅子、松葉づえ ○

日常生活のための車椅子 ×

介護用ベッド ×

身体障害者用の車の購入費用 ×

眼鏡、コンタクト × 医師の治療に必要な眼鏡はＯＫ

ストマ用装具の購入費用 ○ ストマ用装具使用証明書が必要。

≪通院費等≫

通院のための電車代、バス代 ○ 領収書がでないものはメモでＯＫ

駅やバス停がない場合や急病など

事情がある場合はＯＫ

通院している子供や障害者の方の付添人の

交通費はＯＫ

通院のための自家用車のガソリン代 ×

その病院で無ければならない理由があればＯＫ

この場合の交通費もＯＫ

自宅診療の医師の送迎代 ○ タクシー代もＯＫ

≪療養上の世話の費用≫

専門家でなくてもＯＫ。ヘルパーもＯＫ。

家族はだめ。証明書の発行等、一定の要件有。

渡航費用、滞在費はＮＧ。海外勤務中はＮＧ。

通院のためのタクシー代 ×

在宅療養中に家政婦に支払った代金 ○

海外旅行先での医者の治療費 ○

通院のための付添人の交通費 ○

遠隔地の医師の治療を受けるための費用 ×



付添い人紹介所に支払った紹介手数料 ○

≪入院等の費用≫

差額ベッド代 × 他の部屋が空いていない場合などはＯＫ

入院のための氷枕や氷のうの購入費用 ○ 医師の指示により購入したものはＯＫ

リハビリ専門病院の入院費用 ○

病院が用意したものはＯＫ

自分で用意したものはＮＧ

入院中の食事 ○ 売店で購入したものなどはＮＧ

請求が他の費用とまとめてきていて

明細がわからない場合はＯＫ

指定運動療法施設での運動療法 ○ 運動療法実施証明書が必要。

温泉療養証明書が必要。

宿泊代や交通費はＮＧ

クリーニング代 △

温泉利用型健康増進施設の利用料 ○

テレビ等の賃貸料 ×





















確定申告書を作成してみよう！ 

≪例題≫ 本人：申告太郎 

           昭和５５年１０月１５日生（３０歳） 

           大西会計事務所勤務、年収６００万円 

          妻  ：申告花子 

           昭和５６年７月９日生（２９歳） 

           会社員、年収４００万円 

       子供 ：申告次郎 

           平成２０年４月４日生（２歳） 

             特別障害者 





年末調整も同じ 

バリアフリーの 
増改築など 

還付を受けるため
の口座番号 





（合計額が一致する） 

該
当
箇
所
に
記
入 





還付される金額 



該
当
箇
所
に
記
入 






